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令和２年度泉佐野市原子力問題対策協議会の概要について 

 

 

日  時  令和２年７月３０日（木）午後１時３０分～３時４５分 

 

場  所  エブノ泉の森ホール 2 階 レセプションルーム 

 

出席者等  協議会委員 20 名中 16 名が出席 

 

傍 聴 者  ２名 

 

 

案件に先立ち、千代松市長の挨拶、委員・顧問の紹介、京都大学複合原子力科学研究所及び原

子燃料工業株式会社熊取事業所から陪席者の紹介及び、本協議会オブザーバー並びに事務局職

員の紹介後、泉佐野市原子力問題対策協議会規則の説明が行われた。その後、千代松市長を臨時

議長とし、会長・副会長の選出が行われ、会長には、市議会議員の日根野谷和人委員が、副会長

には町会連合会日根野地区代表の土原孝男委員が選出された。 

 

審議の概要 

議案１．定例報告について 

（１）京都大学複合原子力科学研究所の現状報告（定例報告） 

   各担当者から配付資料に基づき、原子炉の運転状況、令和２年度の共同利用研究等の採択

状況、環境放射能の測定結果について、事項毎に次のとおり説明があり、質疑応答後、了承

された。 

(ⅰ) 報告対象期間（令和元年６月～令和２年５月）におけるＫＵＲ・ＫＵＣＡの運転状況

役割等のこと。 

  (ⅱ) 令和２年度の共同利用研究及び研究会の採択状況のこと。 

(ⅲ) 環境放射能測定報告（平成３１年４月～令和２年３月）に関して、研究所からの排気及

び排水中の放射能の測定結果、次に研究所敷地境界付近５ヶ所と所外４ヶ所の放射線量の

測定結果、最後に研究所周辺環境試料中の放射能の測定結果について、周辺の環境に影響

を与えることはなかった。 

  ［配付資料］京都大学複合原子力科学研究所の現状報告書（定例報告）について 

 

（２）原子燃料工業株式会社の定例報告 

 安全協定に基づき泉佐野市へ報告している環境放射線モニタリング結果について、 

尼崎環境管理グループ長より報告した。 
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1. 施設からの放出放射能 

   加工施設からの排気中の放射は、いずれの排気口についても検出限界以下であった。 

   加工施設からの排出の放射能は、いずれの排水口についても検出限界以下であった。  

 

2. 外部放射線に係る実効線量 

   熊取事業所の周辺監視区域境界および事業所外観測場所における空間放射線測定結果

から、平常時の空間放射線量と比較して有意な差は認められなかった。 

 

 

3. 環境試料中の放射能 

   河川の底質（土・堆積物）、陸上表面度、地表水および空気中浮遊じんの各環境試料のう

ち、1－3－1 で表面土の S-6 地点が 11 となっており、ウラン濃度が平均的な値の約 5 倍

になったため、測定方法を変えて再測定を実施し、平均的な値であることを確認した。 

また、ここには記載していないが、再度同じ時に採取した試料で同じ分析を行ったと

ころ平均的な値であったことを確認した。 

   原因としては、分析の前処理段階で不純物が混入したのではないかと推測している。 

［配付資料］泉佐野市原子力問題対策協議会報告書 定例報告（原子燃料工業株式会社熊取

事業所） 

《質疑応答》 

［委員の発言］ 

環境放射能測定の報告の中で、京大複合研は“ＤＬ(検出下限値未満)”、原燃工は“ＮＤ(検

出限界以下)”と表記があるが、その違いは何かあるのか。同じことを意味していると考えて

いいのであれば、統一してもらえないか。 

(京都大学の説明) 

  こだわるところではありませんので、統一しても構いません。意味するところは同じです。 

［会長の発言］ 

  それでは、表記に関しては、両者でご検討頂くということでお願いします。 

 

【委員の発言】  

1－2 の外部放射線実効線量について、場所によって差があるのは、どのような理由による 

ものか。 

 (原燃工の説明) 

原燃工敷地内と役場との差については、距離的なものもあるが、地質によっても違うため、 

若干異なる。これについては、従来の数値から変動がないかを確認している。 
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【委員の発言】 

地質の影響で溜まりやすいという認識はあるか。 

  例えば、セシウムは、粘土質のところに溜まりやすいということがある。 

（原燃工の説明） 

ウランについては土壌によって溜まりやすいということはなく、岩や土に含まれる天然の 

放射性物質含有による違いである。 

  細かい数値は異なるが範囲としては日本の天然被ばく線量の平均的なものであり、問題が 

あるとは考えていない。 

【委員の発言】 

今後は泉佐野にも測定ポイントを作ってほしい。 

(会長の発言） 

ご意見として承る。 

 

 【委員の発言】  

1－3－1 ウラン濃度測定について、不純物が混ざっていたということであるが、なぜそう

なったのか。また、人的なものなのか、設備的なものなのか。 

（原燃工の説明） 

測定の仕方としては、土を採取し、前処理行った後、中性子照射を行いウラン濃度を測定

している。 

   この前処理で不純物が取り切れなかったことが原因と考えている。 

   このため、再度同じ方法（放射化分析）で同じ時に採取した試料の測定を行い、数値に問

題がないことを確認した。 

【委員の発言】 

今後も起こることが予想されるのであれば、分析先ときちんと話をしたほうが良いのでは 

ないか。 

(原燃工の説明)  

原因については、今後分析機関と確認を行う。 

 

【委員の発言】 

原燃工では、工場内で地下水または水道水のどちらを使用しているか。地下水は、採取場所に 

よって放射能濃度が異なる。 

(原燃工の説明） 

工場内では、水道水を使用している。一部地下水を植栽のみに使用している。 
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議案２．現状報告について 

（１）京都大学複合原子力科学研究所の現状報告 

   各担当者から配付資料に基づき、各報告事項について次のとおり説明が行われた。 

（質疑応答なし） 

 

（説明内容） 

 1. 京都大学研究用原子炉（ＫＵＲ）等の状況について 

  (1)京都大学研究用原子炉（ＫＵＲ）の状況について 

   ＫＵＲ(Kyoto University Research Reactor)は、令和元年７月２３日から利用運転

を開始し、周辺機器や他の放射線施設の利用などを含め、延べ 4,400 人・日の共同利

用者が実験等を行いました。また、ホウ素中性子捕捉療法（いわゆる癌治療のひとつ）

による医療照射の実施件数は７件となっている。 

      昨年度のＫＵＲの利用運転は、令和２年１月３０日で終了し、その翌週より、年１

回の施設定期検査期間に入った。本検査については、今回から新検査制度に基づく定

期事業者検査という形で実施している。 

なお、利用の開始時期については、当初の計画では７月下旬を予定していたが、新

型コロナウイルス感染症の影響により、１０月上旬に変更することになった。 

 

  (2) 京都大学臨界集合体実験装置（ＫＵＣＡ）の状況について 

      ＫＵＣＡ(Kyoto University Critical Assembly)は、令和元年５月２８日から利用

運転を開始し、原子炉の安全性等に関する研究と原子力安全を担う人材育成の教育を

行った。 

      昨年度の利用運転は令和２年３月６日で終了した後、その翌週より、年１回の施設

定期検査期間に入った。本検査については、ＫＵＲ同様、今回から新検査制度に基づ

く定期事業者検査という形で実施している。 

       なお、利用運転の開始時期については、当初の計画では６月中旬を予定していたが、

ＫＵＲ同様、新型コロナウイルス感染症の影響により、９月下旬に変更することにな

った。 

 

(3) ＫＵＲ設置変更承認申請書等に係る届出について 

    原子炉等規制法の改正（令和２年４月１日施行）に伴い、ＫＵＲ及びＫＵＣＡの原

子炉設置承認申請書並びに核燃料物質使用施設の使用承認申請書の本文に施設の保

安のための業務に係る品質管理に関する事項を追加し、令和２年６月２６日付けで

原子力規制委員会に対して届出を行った。 

     従来は工事の段階において、施設の保安のための品質管理体制の整備が要求され

ていたが、品質管理体制の整備は施設設置の初期段階から必要であるとの考えに基づ
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き、法改正が行われ、申請書への記載が要求されることとなった。この改正を受け、

申請書本文に「試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な

体制の整備に関する事項」として、「品質マネジメントシステム」、「資源の管理」、「評

価及び改善」等を記載した「品質管理計画」を追加した。 

 

2. 新規制基準適合性に係る設工認等の申請漏れへの対応について 

令和元年８月２１日、原子力規制庁は原子力規制委員会に日本原子力研究開発機構の研究

炉(ＮＳＲＲ)について、新規制基準適合性に係る「設計及び工事の方法に対する認可におい

て消火設備等の申請漏れがあったことを報告した。その際、新規制基準に適合し、再稼働し

ている国内の他の研究炉についても同様な申請漏れがないかを調査するよう指示があり、該

当する事業所で調査が行われ、その結果が令和元年９月２５日の原子力規制委員会で報告さ

れた。 

当研究所の２基の原子炉施設（ＫＵＲとＫＵＣＡ）の調査の結果として、別添①のとおり

ＫＵＲ及びＫＵＣＡのいくつかの設備について、設工認の申請漏れや保安規定への記載漏れ

のあることが判明したため、令和元年１１月２２日に申請漏れのあった設工認申請及び保安

規定変更申請を行い、今年の３月中旬までにすべての申請が承認された。 

なお、これら当該設備については、申請漏れが判明した時点で、原子力規制庁の熊取規制

事務所による現地調査が行われ、すべて規制要求を満足しており、いずれも安全性に問題な

いことが確認された。 

 

 

 3. イノベーション・リサーチ・ラボラトリ実験装置室での火災について 

 令和２年１月２８日にイノベーション・リサーチ・ラボラトリ（放射線発生装置(加速器)

を使った実験研究等のための放射線施設）実験装置室（別添② 図 1-1、1-2）で固定磁場強

収束（FFAG；Fixed Field Alternating Gradient）加速器本体に付設されている磁場補正電

磁石のコイル表面の被覆材（絶縁のための樹脂）が、コイルの発熱により溶融し発煙する事

象（別添② 図 2-1、2-2）が発生した。 

  原因として、通常はコイル冷却のための冷却水が常時通水されている状態であるところ、

今回は事象発生の前日に保守のために一時的に冷却水を止める作業を行っていたが、事象発

生当日に担当者間の情報共有が不十分なこともあり、作業を開始時に通水の確認ができなか

ったことから、コイル通電後に異常な発熱を引き起こしたことによるものである。このため、

再発防止策として、通常と異なる作業を行う際の手順書を策定すること、並びに、ハード的

な対策として、万一通水されなかった場合に、コイルに通電できないようなインターロック

を設置することとした。 

 なお、火災発生時は加速器が停止中であり、室内には放射性物質も存在せず、環境への影

響はなく、担当者も含め人的な被害もなかった。 
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4. 京都大学複合原子力科学研究所原子炉施設保安規定の改正について 

 令和元年９月１９日付けで承認された原子炉設置変更承認申請書の変更内容（燃料貯蔵

設備の貯蔵能力に係る変更）の反映、並びに、上記２．で述べた設工認等の申請漏れへの対

応内容の反映のため、原子炉施設保安規定の関係条項と別表に追記等を行うなどの修正が

必要になったことから、安全協定に従って泉佐野市長に通知の上、原子炉施設保安規定の

変更承認申請書を令和元年１１月２２日付けで（同年１２月２３日付けで補正申請）原子

力規制委員会に提出し、令和２年３月１７日付けで承認された。 

 

 

5. 京都大学複合原子力科学研究所放射線障害予防規程の改正について 

 このたび、京都大学における放射性同位元素等の規制に関する法律の改正の内容に沿っ

た記載の適正化等のため、令和２年４月１日より当研究所の放射線障害予防規程を改正す

ることになったことから、安全協定に従って泉佐野市長に通知の上、放射線障害予防規程

の変更届を令和２年４月１６日付けで原子力規制委員会に提出した。 

 

6. 令和元年度の原子力規制委員会による原子炉施設等の保安検査状況について 

 前回の令和元年７月２６日開催の本協議会以降、令和元年度の原子力規制委員会による

原子炉施設等の保安規定の遵守状況に関する保安検査について、第２四半期分から第４四

半期分が実施した。これらの検査において、特に保安規定違反等の問題となることはなか

った。なお、今年度より、新検査制度に基づく原子力規制庁の検査官によるフリーアクセ

スが開始されることに伴い、従来の保安検査は実施されないこととなった。 

 

7. 京都大学複合原子力科学研究所原子力事業者防災業務計画の修正について 

 原子力事業者防災業務計画は、原子力災害対策特別措置法の規定に従い、毎年１回、そ

の内容を見直し、必要に応じ修正することが求められている。今回、原子力規制庁緊急事

案対策室等からのコメント対応も踏まえ、内容の見直しについて検討した結果、誤植を含

め本文及び別表、様式の一部を修正することになった。 

そのため、原災法の規定に従って、泉佐野市長、大阪府知事等関係者と防災業務計画の

修正の協議を行い、関係者から了承された後、令和元年１１月１日付けで修正のうえ、内

閣総理大臣及び原子力規制委員会に届出を行った。 

 

8. 令和元年度第２回緊急時訓練及び令和２年度第１回緊急時訓練について 

   令和元年１１月５日に令和元年度第２回緊急時訓練について、重大事故等が発生した状

況下における原子力防災組織の対応能力向上を目的として、震度６強の地震により、原子力

災害対策特別措置法第１０条及び第１５条に至る事象を想定した総合訓練を実施した。 
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   具体的には平日日中に発生した震度６強の地震により、５ＭＷにて運転中であったＫＵ

Ｒの炉心タンク水位が低下し、全面緊急事態(ＧＥ)に至るとともに、停止中であったＫＵＣ

Ａの燃料室内の燃料保管容器（バードゲージ）の落下により、炉心外での臨界の蓋然性が高

まり、施設敷地緊急事態(ＳＥ)となる事象を想定した２つの原子炉での同時発災を想定し

た訓練を行った。訓練では、ＥＲＣへの適切な情報提供の実施、特定事象発生時における適

切な避難誘導指示の実施、これまでの訓練で抽出された問題点に対する改善策の有効性の

確認を行った。なお、訓練には、当研究所の職員１１２名が参加し、外部評価者として原子

燃料工業(株)熊取事業所及び近畿大学原子力研究所からの参加をお願いした。 

   訓練終了後には、オフサイトセンターの防災専門官等の同席の下で、訓練評価者との意見

交換などを実施し、課題の抽出などを行った。この結果については、今後の訓練の実施方法

の改善や実際の緊急時への備えを万全にするために活用していく。 

   なお、訓練の結果については、原災法に従って令和２年２月１４日付けで原子力規制委員

会に報告した。 

令和２年度第１回緊急時訓練には、６月１日に実施予定だったが、新型コロナウイルス

の影響により、訓練の一部である原子力防災教育を e-learning 形式で実施することとし、

要素訓練については延期することとした。なお、要素訓練は新型コロナウイルスの状況を

踏まえ、１０月までの間に実施する予定である。 

 

9. 新型コロナウイルス感染症に係る対応状況について 

   当研究所では、教職員・学生・来所者の健康と安全を最優先しつつ、研究所としての重要

な諸活動を継続できるよう、感染拡大の防止に最大限の配慮を行う活動方針を定めるとと

もに、研究活動等のレベルを５段階に分けたガイドラインに基づき、大阪府からの施設制限

の要請等に対応している。 

      また、原子炉施設等の安全管理業務については、国から緊急事態宣言が発出された４月７

日から５月２４日までの間は、緊急時にも速やかに対応できるよう適切な人員の配置と連

絡体制を維持しつつ、原子力規制庁に確認のうえ、施設が休止状態であることを踏まえ「京

都大学が定める休日」を今回の事態に適用し、点検頻度を下げることにより、出勤者の数を

抑え、人との接触機会を低減させる措置を取った。 

６月２２日以降は、正門前受付での検温及び健康状態の確認、手指消毒の実施、所内での活

動時の三密回避などの感染防止対策を徹底し、全ての来所者の受け入れを開始している。 

 

 ［配付資料］京都大学複合原子力科学研究所の現状報告について 
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（２）原子燃料工業株式会社熊取事業所の現状報告 

  配付資料に基づき、次のとおり、塩田所長、村上業務管理部長より報告した。 

【報告内容】 

  前回報告以降の現状として定期検査等の状況、通報事象、生産状況、加工事業の新規制基準

への取り組み状況、新規制基準対応に係るスケジュール、原子力事業者防災業務計画に関す

る状況、広報活動の状況について報告した。 

1. 令和元年度定期検査等の状況について 

 1-1．保安規定順守状況検査（四半期毎/年 4 回） 

四半期毎ごとに 4 回実施されており、結果として保安規定違反はなかった。 

 令和 2 年度より原子力規制検査に移行し、令和元年度は、その本格運用に向けて、新検査

制度の試運用を兼ねて保安規定遵守状況検査が行われた。検査期間は、四半期ごとに約 10

週間設定された。 

 

1-2．核燃料加工施設定期検査（年 1 回） 

   検査は、令和 1 年 12 月に行われ、指摘事項はなかった。 

 

1-3．査察関連 

   ボローイング査察が 5 月、短期無通告査察が 9 月、棚卸査察が 1 月、設計情報検認が 1

月、補完的アクセスが 2 月に実施され、指摘事項はなかった。 

 

1-4．核物質防護規定遵守状況 

   検査が 7 月に行われ（核物質防護訓練を含む）、違反事項はなかった。 

 

2. 通報事象について 

  昨年度に通報事象はなかった。 

3. 生産再開について 

平成 30 年の 11 月に生産を終了し、その後燃料の出荷も完了している。現在新規制基準対

応工事を進めており、生産は停止した状況になっている。新規制基準対応工事は、来年 8

月以降の完了を目指して進めている。 

4 加工事業の新規制基準対応への取り組みについて 

4-1.  設工認に関する申請計画 

現在の設工認の状況を説明させていただく。第 1 次、第 2 次の申請についてはすでに認

可を受け、これに基づく工事を実施し、使用前検査を受けている。第 3 次は、昨年 12 月

申請を行い、まもなく認可を受ける予定である。 

      第 4 次については、8 月に申請予定であり、第 5 次については、来年 3 月に申請予定で

準備を進めている。 
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4-2．保安規定に関する申請計画 

      保安規定については、新規制基準対応工事に合わせ 3 分割での申請を計画している。 

  第 1 次については、令和元年 6 月 11 日に認可を受けている。 

    第 2 時については、今年 12 月申請予定であり、第 3 次については、来年 8 月に新規制基

準対応工事の進捗に合わせて申請予定である。 

 

5. 新規制基準対応に係るスケジュール（表 1） 

  昨年 8 月から順次工事を進めているが、スケジュールから遅れがでてきているところもあ

り、最新の状況で見直しを行っている。 

 

  

6. 原子力事業者防災業務計画に関する状況について 

6-1．原子力事業者防災業務計画の見直し 

     令和 2 年 3 月に定例見直しを行い、副本部長の人数とそれぞれの役割について見直しを

行った。 

 

6-2．防災訓練の実施 

防災訓練については、令和元年 11 月に消防訓練、今年 1 月に総合防災訓練を実施してい

る。 

防災訓練については、所員 185 名が参加し、熊取原子力規制事務所から 4 名参加していた

だいている。避難訓練には、現在新規制基準対応工事で協力会社の方が多くおられるため、

その方にも参加いただいた。熊取事業所と横浜にある本社とは、連携訓練を実施している。 

    また、京大とは協定を締結し、当社の災害対策支援拠点として複合研究施設を使用させて

いただいている。 規制庁とは、TV 会議システムを使用し、情報共有訓練を実施している。 

  評価者としては、規制事務所から 4 名参加していただき、弊社東海事務所からは 2 名が参加

し、出てきた課題に対して、来年に向けて対策を行っており、PDCA を回しながら、毎年 1

回の訓練を実施している。 

 

7 広報活動の状況について 

  今年度一般見学会は中止している。 

 今後も新規制基準対応工事があるため、一般見学会はしばらく実施できないが、京大の施設を

利用させていただきブースを設けるので、ぜひともお越しいただきたい。 

 

［配付資料］泉佐野市原子力問題対策協議会報告書 定例報告（原子燃料工業株式会社熊取

事業所） 
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議案（３）その他 

《質疑応答》 

【委員の発言】 

  この協議会の議事録は、後ほど発表されるのか。 

(事務局の説明) 

  ホームページのところで、「議事概要」という形で、いつも上げさせていただいている。 

【委員の発言】 

  だいたい、一ヵ月後ぐらいのホームページで、誰が質問し、どういう方が答弁したか、アッ

プされるのか。 

(事務局の説明) 

  一ヵ月は、ちょっと難しいが、二ヶ月ぐらいかかる。 

 

【委員の発言】 

  議事録をあえて使ったが、ホームページはペーパーレスなので、書面での配布は考えていな

いか。 

 (事務局の説明) 

 議事録の文書は長くなるので、概要という形で出しているが、今のところは、ホームページ

で示させて頂いている。また、必要というご意見があれば、配布させて頂きたいと思います

が、今のところは、ホームページでさせて頂きたいと思っている。 

 

 

【委員の発言】 

 この協議会は、公開という認識でやっているが、議会でもできるだけ開かれた形で実施して

いる。さきほども数値のやりとりがあったが、これを映像で流すことは考えているか。 

(事務局の説明) 

今回も大阪府の方から二人来てもらっているように、完全な公開という形で実施している。

しかしながら、映像での大規模な配信は考えていない。 

【委員の発言】 

 公開されているから活発な意見がでにくいとは思わないし、議会でもやっているので、映像

ができるのであれば、今後の視野に入れて検討してもらいたい。 

 

【委員の発言】 

 原子力問題は、専門的な言葉が使用されるが、私が思うには、この場に参加して、いきなり

現状報告等がされるわけであるが、事前に各議員に資料を見てもらうわけにいかないか。議会

なんかでも、事前に予算書などを見て、自分なりの意見を考えて対処するわけであるが、本協

議会は専門的な内容なので、結局、一般的な質問しかできず、きっちり質問しにくい。 
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(事務局の説明) 

 ご質問の趣旨は、資料の事前配布ができないかということであると思うが、今後、検討させ

ていただく。 

 

【委員の発言】 

 先ほどの説明の中で、原子燃料工業の中で訓練をやっているといわれていたが、避難訓練に

は、協力会社の社員が何人ぐらい参加しているか。 

また、この訓練は内部で行われているとのことでしたが、あと、熊取や近隣の住民を含めての

大きな避難訓練も行って欲しい。 

 

 

（原燃工の説明） 

 今、協力会社の参加人数と言われたが、申請工事をやっている関係で、わりとたくさんの協

力会社が入っており、50名程度参加していただいている。外部との訓練で言うと、東京の本庁

の原子力規制庁とのテレビ会議もおこなわれており、通報訓練では、熊取町、泉佐野市や消防

本部、警察等と FAXでの通報訓練として、実地に行われている。 

 最後に言われた、近隣住民の避難ということについては、なかなか規模も大きいということ

なので、今のところは、そこまで出来ていない現状である。 

【委員の発言】 

 付近の住民の関心も高いので、地域の人たちも含めた訓練もやってほしいと考える。 

（原燃工の説明） 

承知しました。昨年度は、訓練の際に、住民の一部や熊取町の方にきていただいた。今年度

の訓練ではなかったが、今後そういったことも考えていきたい。 
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泉佐野市原子力問題対策協議会 出欠名簿（令和２年７月３０日） 
 

  日時：令和２年７月３０日(木)１３：３０～                                                                                                                                

場所：エブノ泉の森ホール レセプションルーム   

 
氏  名 役 職 等 

協議会 

委員 辻中 隆 市議会議員 〇 

委員 野口 新一 市議会議員 〇 

委員 高橋 圭子 市議会議員 〇 

委員 福岡 光秋 市議会議員 〇 

委員 日根野谷 和人 市議会議員 〇 

委員 中村 哲夫 市議会議員 〇 

委員 中藤 大助 市議会議員 〇 

委員 桜井 浩一 町会連合会日新地区代表 × 

委員 土原 孝男 町会連合会日根野地区代表 〇 

委員 石垣 忠一 農業代表 〇 

委員 市道 寛文 農業代表 〇 

委員 奥 竹一 農業代表 〇 

委員 角野 隆夫 北中通漁業協同組合代表理事組合長 〇 

委員 三好 正広 泉佐野漁業協同組合代表理事組合長 × 

委員 山岸 彌平 泉佐野商工会議所副会頭 〇 

委員 小山 智子 PTA連絡協議会代表 × 

委員 穂並 大地 青年団協議会代表 × 

委員 大北 耕三 市民公募 〇 

委員 里村 かおり 市民公募 〇 

委員 菅原 千鶴 市民公募 〇 

   委員小計 16 

 

顧問 向江 英雄 泉佐野市議会議長 〇 

顧問 松浪 武久 大阪府議会議員 〇 

顧問 藤原 誠一 日根野地区代表 〇 

  合 計 19 

(凡例) 〇：参加者    

    ×：不参加者   

 


